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８０２０推進事業

歯の健康づくりに関する意識を高めるため、歯周
疾検診、口腔(くう)衛生指導等を行うこと。

歯周病検診及び口腔衛生指導を行うことにより歯
の健康づくりを推進すること

・「歯の健康づくりに関する普及啓発」
　歯と口の健康週間行事などにより、歯の健康づくりに関する意識を高め正しい知
識の普及啓発を行う。
・歯周病検診（20.30.40.50.60.70歳）
・住民歯科会議の開催　年２回

健康政策課

健康対策事業

生活習慣病等の予防を推進するため、啓発事
業、保健指導等を行うこと。

健康づくりと生活習慣病予防のための啓発事業
や保健指導を通じて市民の健康に対する意識を
向上させ、健康行動を取る市民が増えること。

・生活習慣病等の疾病予防のための講座・講演会の実施
・「ふじ健康ポイント事業」
　生活習慣病等を予防するために、スマホアプリを活用して歩くことを推奨する「ふ
じ健康ポイント」の利用を広く市民へすすめる。
・運動講座、糖尿病予防講座の実施、市民栄養相談・健康相談の実施
・糖尿病性腎症等重症化予防事業
・特定保健指導の実施

健康政策課

自殺対策事業

自殺者の減少を図るため、自殺対策を推進する
こと。

総合的に自殺対策に取り組むことにより、誰も自
殺に追い込まれることのない社会の実現を目指
すこと

・相談事業
・うつ病家族講座
・こころのゲートキーパー研修
　身近な所で悩んでいる人に声を掛けて話しを聞いてあげるボランティアとして「こ
ころのゲートキーパー」を養成するための研修会を開催します。
・こころの健康普及啓発
・災害時メンタルヘルス対策業務  　・ウェブサイト「こころの体温計」の運用
・こころの健康づくり講演会

健康政策課

健康づくり推進事業

地域における市民の健康の維持増進を図るた
め、健康づくり活動を支援し、及び保健指導を行
うこと。

「健康ふじ２１計画Ⅲ」の推進のために地域での
健康づくり活動を支援・推進すること。

・「健康ふじ21計画Ⅲ」の推進
・地区組織との連携、協働
・健康教育
・健康相談、栄養相談
・訪問指導
・ふじ職域健康リーダーの育成と事業所の健康づくり支援

地域保健課
（地域担当）

食育推進事業

食育推進計画に基づく事業を推進することにより
市民の健全な心と体を育むため、計画を適正に
進行管理すること。

市民が生涯にわたって、食に関する理解や関心
を深め、心身の健康と豊かな人間性を育むことが
できるよう、食育推進計画の総合的な推進を図
る。

食育推進地区及び食育推進校として複数の地区・学校を定め、市内全地区での食
育事業の推進を目指す。

・関係課各事業にわたる富士山おむすび計画各事業の進行管理及び支援等の実
施
・食育推進地区事業・食育推進校事業
・幼稚園や小中学校、地区での食育講座等による普及啓発
・健康・食育サポーター事業の実施
・市ウェブサイト「食育応援団マップ」、むすびんFacebookを通じた食育推進
・「ふじ食プロジェクト」による食育啓発事業
・食生活推進員活動支援

地域保健課
（食育推進室）

がん検診推進事業

がんの早期発見・早期治療を進めるとともに、市
民の健康維持向上を図るため、各種がん検診そ
の他の健康診査を推進すること。

市民が健康寿命を延ばし、生涯いきいきとした毎
日をすごせるよう、健康増進法第19条の2　に基
づき、死亡原因の第一位であるがんを早期発見、
早期治療に結びつけ、市民の健康を支援する。

・「がん検診等受診券」の周知と受診勧奨
　がん検診等を受ける市民を増やすため、地域で「がん検診等受診券」について周
知するための活動を行い、受診を促します。
・検診ガイド、市ウェブサイトなどによる検診日程、受診方法などの周知
・胃（エックス線・内視鏡）・肺・大腸・乳・子宮・前立腺がん検診、胃がんリスク検
診、肝炎ウイルス検診、生活保護受給者等健診の実施
・国が定める対象者に対するがん検診無料クーポン券の配布
・集団検診として、「胃部エックス線、大腸、結核・肺、乳、子宮がん」、「結核・肺が
ん、大腸がんセット検診」、「胃部エックス線、大腸がんセット検診」の実施
・若年がん患者等支援事業として、若年がん患者等妊よう孕性温存治療費支援、
がん患者医療用補整具購入費支援、若年がん患者在宅療養生活費支援を実施

健康政策課

公害健康被害予防事業

呼吸器系疾病の予防並びにぜん息児の健康の
回復及び保持を図るため、機能訓練等を行うこ
と。

ぜん息等の呼吸器疾患の予防及び患者の健康
の回復、保持及び増進を図る。

・気管支ぜん息を持つ年長～小学校６年生を対象に、定員60人で年20回ぜん息児
水泳教室を実施する。
・ピークフローメーターを貸与し家庭で計測することにより、健康管理に役立てる。
・ぜん息講演会（COPD予防など）を開催する。

保健医療課

公害保健福祉事業
公害病認定患者の健康回復を図るため、リハビリ
テーション、家庭訪問等を行うこと。

公害病認定患者に対して必要なリハビリや自然
療法などを行うことで健康被害の改善を図る。

・公害病認定患者を対象に、呼吸機能訓練、音楽療法等を内容とした呼吸機能訓
練教室を開催する。
・保健師、看護師による家庭訪問指導及び健康相談を実施する。

保健医療課

特定感染症対策事業
特定感染症等の予防及び拡大防止を図るため、
情報収集、関係機関との連絡調整、市民に対す
る啓発等を行うこと。

特定感染症の発生の予防及び感染拡大防止を
図る。

・市民への情報提供と予防、対処法等を啓発する。
・手指消毒液、マスク等の感染症予防物品の備蓄、配布を行う。
・熱中症に対する予防啓発を行う。

保健医療課

救急医療事業
急病者に対し適切な医療を提供するため、救急
医療体制を整備すること。

救急医療体制を整備し、急病患者に対し適切な
医療を提供する。

・市内公共施設へのAEDの配備、管理及び各種行事等へ貸出業務を行う。
保健医療課

地域医療推進事業

地域医療体制及び災害医療救護体制の充実を
図るため、医療関係機関等との連携及び協議を
行うこと。

社会構造の変化の中で,年々高度化・多様化する
医療ニーズに対応し、質の高い医療サービスを市
民に提供するため医療関係機関と緊密な連携を
保持する。

・医療救護計画に係る検討会等を実施する。
・大規模災害時の医療救護活動に係る資器材及び医薬材料を整備する。

保健医療課

医療人材の育成・確保 看護師等確保事業
地域看護力の向上及び看護師の市内医療機関
への就業を促進するため、看護師の育成支援等
を行うこと。

看護師の市内医療機関への就職の誘導と、潜在
看護師の再就業を支援することにより、地域看護
力の向上と、地域医療体制の充実を図る。

・市内医療機関に勤務している看護師及び市内在住で現在医療機関に勤務してい
ない看護職資格を持つ人（潜在看護師）を対象に、「看護師実務研修」を実施する。 保健医療課
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